
「東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領」新旧対照表 

改正後 改正前 

 

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領 

 

２０福保障居第３９８５号 

平成２１年 ５月２１日 

改正 ２１福保障居第２８４２号 

平成２２年 ３月１７日 

改正 ２３福保障居第１３３８号 

平成２３年 ９月２９日 

改正 ２４福保障居第 ４８３号 

平成２４年 ５月 １日 

改正 ２４福保障居第３６０５号 

平成２５年 ３月２９日 

改正 ２５福保障居第３１９７号 

平成２６年 ３月３１日 

改正 ２６福保障居第３０８２号 

平成２７年 ３月３１日 

改正 ２９福保障地第１９５４号 

平成３０年 ３月３１日 

改正 ３０福保障地第１３４３号 

平成３０年１１月２１日 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平 

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１７項に規定する共同生活援

助を行う事業所のうち、第２条に定める事業所（以下「グループホーム」という。）の

安定的な運営を図るため、東京都内における支援事業の標準化を図り、もって障害者

の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。 

 

（種類） 

第２条 グループホームを次に掲げるものに分類する。 

（１）滞在型グループホーム（以下「滞在型」という。） 

法第３６条第１項の規定に基づき東京都知事または八王子市長（以下「知事等」

という。）による指定を受けたグループホーム（次号の通過型としての指定を受

けたものを除く。） 

（２）通過型グループホーム（以下「通過型」という。） 

法第３６条第１項の規定に基づき知事等による指定を受けたグループホーム

であって、別表１に定める基準を満たしており、東京都福祉保健局長（以下「局長」

という。）が通過型として指定したもの。 

 

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領 

 

２０福保障居第３９８５号 

平成２１年 ５月２１日 

改正 ２１福保障居第２８４２号 

平成２２年 ３月１７日 

改正 ２３福保障居第１３３８号 

平成２３年 ９月２９日 

改正 ２４福保障居第 ４８３号 

平成２４年 ５月 １日 

改正 ２４福保障居第３６０５号 

平成２５年 ３月２９日 

改正 ２５福保障居第３１９７号 

平成２６年 ３月３１日 

改正 ２６福保障居第３０８２号 

平成２７年 ３月３１日 

改正 ２９福保障地第１９５４号 

平成３０年 ３月３１日 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１５項に規定する共同生活援

助を行う事業所のうち、第２条に定める事業所（以下「グループホーム」という。）の

安定的な運営を図るため、東京都内における支援事業の標準化を図り、もって障害者

の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。 

 

（種類） 

第２条 グループホームを次に掲げるものに分類する。 

（１）滞在型グループホーム（以下「滞在型」という。） 

法第３６条第１項の規定に基づき東京都知事または八王子市長（以下「知事等」

という。）による指定を受けたグループホーム（次号の通過型としての指定を受

けたものを除く。） 

（２）通過型グループホーム（以下「通過型」という。） 

法第３６条第１項の規定に基づき知事等による指定を受けたグループホーム

であって、別表１に定める基準を満たしており、東京都福祉保健局長（以下「局

長」という。）が通過型として指定したもの。 



 

（支援事業の内容） 

第３条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）運営費の助成 

グループホームの運営を支援するための助成をいう。 

（２）夜間支援体制に対する助成 

グループホームにおいて、夜間支援を行った場合の助成をいう。 

（３）グループホームの入居者に対する家賃助成事業 

グループホームの入居者（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの

による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって１８歳以上で

あるもの（以下「難病患者等」という。）に限る。）が支払った家賃の一部に対す

る助成をいう。 

（４）施設借上費の助成 

グループホームの入居者（精神障害者又は通過型の入居者に限る。）の居住す

る居室の家賃等に対する助成をいう。 

（５）開設準備経費の助成 

グループホームに供するための共同生活住居（主たる対象が精神障害者である

ものに限る。）を新設又は増設（グループホームの定員の増加に伴う新たな共同

生活住居の設置をいう。）するために必要となる経費に対する助成をいう。 

（６）通過型グループホームに対する助成 

前条第１号に基づく通過型の運営を支援するための助成をいう。 

（７）精神科医療連携体制に対する助成 

グループホームが精神科医療との連携を行う体制を整備するために必要とな

る経費に対する助成をいう。 

 

（援護の実施者） 

第４条 前条に規定する事業の実施主体（以下「援護の実施者」という。）は、この要領

に定めるもののほか、法第１９条第２項の規定によりグループホームの入居者に対し

支給決定を行った市町村とする。 

 

（通過型の指定） 

第５条 通過型の指定等は、次の各号に掲げる手続により行うものとする。 

（１）通過型を運営しようとする者（以下「申請者」という。）は、その運営開始前ま

でに、東京都障害者通過型グループホーム指定申請書（別記第１号様式）及び通

過型グループホーム運営取組方針（事業計画書）を局長に提出しなければならな

い。 

（２）局長は、前号の申請があったときは、申請者に係る障害者の自立促進の実績、

実施能力等を審査の上、指定の可否を決定し、東京都障害者通過型グループホー

ム指定・不指定通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（３）通過型の事業を廃止しようとするときは、あらかじめ東京都障害者通過型グル

ープホーム廃止届（別記第３号様式）により局長に届け出るものとする。 

（４）通過型の指定後に、別表１に定める基準を満たしていないことが判明した場合

 

（支援事業の内容） 

第３条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）運営費の助成 

グループホームの運営を支援するための助成をいう。 

（２）夜間支援体制に対する助成 

   グループホームにおいて、夜間支援を行った場合の助成をいう。 

（３）グループホームの入居者に対する家賃助成事業 

グループホームの入居者（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの

による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上で

あるもの（以下「難病患者等」という。）に限る。）が支払った家賃の一部に対す

る助成をいう。 

（４）施設借上費の助成 

グループホームの入居者（精神障害者又は通過型の入居者に限る。）の居住す

る居室の家賃等に対する助成をいう。 

（５）開設準備経費の助成 

グループホームに供するための共同生活住居（主たる対象が精神障害者である

ものに限る。）を新設又は増設（グループホームの定員の増加に伴う新たな共同

生活住居の設置をいう。）するために必要となる経費に対する助成をいう。 

（６）通過型グループホームに対する助成 

前条第１号に基づく通過型の運営を支援するための助成をいう。 

 

 

 

 

（援護の実施者） 

第４条 前条に規定する事業の実施主体（以下「援護の実施者」という。）は、この要領

に定めるもののほか、法第１９条第２項の規定によりグループホームの入居者に対し

支給決定を行った市町村とする。 

 

（通過型の指定） 

第５条 通過型の指定等は、次の各号に掲げる手続により行うものとする。 

（１）通過型を運営しようとする者（以下「申請者」という。）は、その運営開始前ま

でに、東京都障害者通過型グループホーム指定申請書（別記第１号様式）及び通

過型グループホーム運営取組方針（事業計画書）を局長に提出しなければならな

い。 

（２）局長は、前号の申請があったときは、申請者に係る障害者の自立促進の実績、

実施能力等を審査の上、指定の可否を決定し、東京都障害者通過型グループホー

ム指定・不指定通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（３）通過型の事業を廃止しようとするときは、あらかじめ東京都障害者通過型グル

ープホーム廃止届（別記第３号様式）により局長に届け出るものとする。 

（４）通過型の指定後に、別表１に定める基準を満たしていないことが判明した場合



は、局長は、東京都障害者通過型グループホーム指定取消通知書（別記第４号様

式）により当該通過型の指定を取り消すことができる。 

 

（精神科医療連携体制の届出） 

第５条の２ 第３条第７号に規定する精神科医療連携体制に対する助成に係る届出につ

いては、次の各号に掲げる手続により行うものとする。 

（１）以下の要件を全て満たしているグループホームとして、あらかじめ精神科医療

連携体制に係る届出書（別記第５号様式）を局長に届け出ること。 

ア 精神科医療との十分な連携を図ることができる専門性を備えた専門職が配

置されていること。 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号。以下「報酬告示」と

いう。）第１５の１の４の３の規定により、看護職員配置加算について知事等

に届け出たグループホームではないこと。 

ウ 報酬告示第１５の７の注５の規定により、医療連携体制加算（Ⅴ）について

知事等に届け出たグループホームではないこと。 

（２）前号に定める要件のいずれかを満たさなくなった場合は、直ちに精神科医療連

携体制に係る届出書（別記第５号様式）により局長に届け出るものとする。 

 

（夜間支援体制の認定） 

第６条 報酬告示第１５の１の５の注１または注２の規定により指定共同生活援助事業

所の夜間支援体制に係る届出が行われているときは、夜間支援体制の認定を受けてい

るものとみなす。 

 

 

 

（運営費の助成） 

第７条 運営費の助成は、次を標準として算定するものとする。 

（１）運営費の算定は月単位とし、その額は以下のとおりとする。 

ア 平成３０年１２月３１日までの間 

（ア）介護サービス包括型・外部サービス利用型 

別表２－１－１に掲げる都基本額日額単価に次号に定める処遇を行った日

数（以下「基準日数」という。）を乗じて得た額から国給付費額（受託居宅介

護サービス費、夜間支援等体制加算（Ⅰ）、夜間支援等体制加算（Ⅱ）、福祉・

介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算分を除く。）を控

除した額とする。 

（イ）日中サービス支援型 

別表２－１－１に掲げる都加算日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。 

イ 平成３１年１月１日以降 

別表２－１－２に掲げる都加算日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。 

（２）基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行った日とする。

ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを

は、局長は、東京都障害者通過型グループホーム指定取消通知書（別記第４号様

式）により当該通過型の指定を取り消すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（夜間支援体制の認定） 

第６条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号。以下「報酬告示」という。）第１５の１の

５の注１または注２の規定により指定共同生活援助事業所の夜間支援体制に係る届出

が行われているときは、夜間支援体制の認定を受けているものとみなす。 

 

（運営費の助成） 

第７条 運営費の助成は、次を標準として算定するものとする。 

（１）運営費の算定は月単位とし、その額は別表２に掲げる日額単価に次号に定める

処遇を行った日数（以下「基準日数」という。）を乗じて得た額から国給付費額（受

託居宅介護サービス費、夜間支援等体制加算（Ⅰ）、夜間支援等体制加算（Ⅱ）、

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算分を除く。）を

控除した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行った日とする。

ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを



算定の要件とする。 

ア 日常生活支援 

イ 食事提供支援 

ウ 介護等支援 

エ 入院時における病院等との連絡調整等支援 

オ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援 

カ その他入居者に対する支援 

 

（夜間支援体制に対する助成） 

第８条 夜間支援体制に対する助成に係る夜間加算の算定は月単位とし、その額は別表

２－２に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額から国給付費額（夜間支援等体制

加算（Ⅰ）または夜間支援等体制加算（Ⅱ）分に限る。）を控除した額を標準として算

定するものとする。 

 

（家賃助成） 

第９条 援護の実施者が、グループホームの入居者（滞在型に入居している知的障害者、

身体障害者又は難病患者等に限る。）の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の

一定額を助成する場合は、別表２－２の基準を標準として算定するものとする。 

２ 家賃の助成を受けようとする者は、家賃助成申請書（別記第６号様式）により援護

の実施者に申請しなければならない。 

３ 援護の実施者は、入居者に対する家賃の助成を適当であると認めるとき又は不適当

であると認めるときは、家賃助成承認・不承認通知書（別記第７号様式）により入居

者あて通知するものとする。 

 

（施設借上費の助成） 

第１０条 援護の実施者は、グループホームに対し、入居者（精神障害者又は通過型の

入居者に限る。）の居住する居室の家賃等として施設借上費を助成する場合は、別表２

－２の基準を標準として算定するものとする。 

 

（開設準備経費の助成） 

第１１条 主たる対象が精神障害者であるグループホームに対する開設準備経費を助成

する場合は、別表２－２の基準を標準として算定するものとし、援護の実施者は、グ

ループホームが所在する市町村とする。 

 

（通過型の助成） 

第１２条 通過型に対する助成は、次を標準として算定するものとする。 

（１）通過型加算 

ア 通過型加算の算定は月単位とし、その額は別表２－２に掲げる日額単価に第７

条に定める基準日数を乗じて得た額とする。 

イ 入居者が退去した場合に支弁する額は以下のとおりとする。 

（ア）平成３０年１２月３１日までの間 

ａ 介護サービス包括型・外部サービス利用型 

別表２－１－１に掲げる都基本額の「区分１または区分なし」の欄及び通過型

算定の要件とする。 

ア 日常生活支援 

イ 食事提供支援 

ウ 介護等支援 

エ 入院時における病院等との連絡調整等支援 

オ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援 

カ その他入居者に対する支援 

 

（夜間支援体制に対する助成） 

第８条 夜間支援体制に対する助成に係る夜間加算の算定は月単位とし、その額は別表

２に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額から国給付費額（夜間支援等体制加算

（Ⅰ）または夜間支援等体制加算（Ⅱ）分に限る。）を控除した額を標準として算定す

るものとする。 

 

（家賃助成） 

第９条 援護の実施者が、グループホームの入居者（滞在型に入居している知的障害者、

身体障害者又は難病患者等に限る。）の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の

一定額を助成する場合は、別表２の基準を標準として算定するものとする。 

２ 家賃の助成を受けようとする者は、家賃助成申請書（別記第６号様式）により援護

の実施者に申請しなければならない。 

３ 援護の実施者は、入居者に対する家賃の助成を適当であると認めるとき又は不適当

であると認めるときは、家賃助成承認・不承認通知書（別記第７号様式）により入居

者あて通知するものとする。 

 

（施設借上費の助成） 

第１０条 援護の実施者は、グループホームに対し、入居者（精神障害者又は通過型の

入居者に限る。）の居住する居室の家賃等として施設借上費を助成する場合は、別表２

の基準を標準として算定するものとする。 

 

（開設準備経費の助成） 

第１１条 主たる対象が精神障害者であるグループホームに対する開設準備経費の助成

における援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。 

 

（通過型の助成） 

第１２条 通過型に対する助成は、次を標準として算定するものとする。 

（１）通過型加算 

ア 通過型加算の算定は月単位とし、その額は別表２－２に掲げる日額単価に第７

条に定める基準日数を乗じて得た額とする。 

イ 入居者が退去した場合、別表２に掲げる都基本額の区分１または区分なし（外

部サービス利用型区分１以下）及び通過型加算を当該退去した日から３か月経過

した日の属する月の末日まで支弁することとし、この場合における援護の実施者

は、グループホームが所在する市町村とする。 

 



加算を当該退去した日から３か月経過した日の属する月の末日まで支弁するこ

ととし、この場合における援護の実施者は、グループホームが所在する市町村と

する。 

ｂ 日中サービス支援型 

別表２－１－１に掲げる都加算日額単価の「第７条（２）エ、オ、カ（区分１

以下）」の欄及び通過型加算を当該退去した日から３か月経過した日の属する月

の末日まで支弁することとし、この場合における援護の実施者は、グループホー

ムが所在する市町村とする。 

（イ）平成３１年１月１日以降 

別表２－１－２に掲げる都基準額の「第７条（２）エ、オ、カ（区分１以下）」

の欄及び通過型加算を当該退去した日から３か月経過した日の属する月の末日

まで支弁することとし、この場合における援護の実施者は、グループホームが所

在する市町村とする。 

 

（２）施設借上費 

援護の実施者は、通過型に対し、施設借上費として別表２－２の基準により次

に掲げるところにより支弁する。 

ア 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金 

入居者が入院し、６か月以内に退院が見込まれる場合は、６か月経過した日の

属する月の末日まで支弁する。 

 イ 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金 

入居者が退去した日から３か月経過した日の属する月の末日まで支弁するこ

ととし、この場合における援護の実施者は、グループホームが所在する市町村と

する。 

 ウ 交流室の家賃、更新料及び礼金 

交流室１室分を支弁することとし、この場合における援護の実施者は、グルー

プホームが所在する市町村とする。 

 

（精神科医療連携体制に対する助成） 

第１３条 精神科医療連携体制に対する助成に係る精神科医療連携体制加算は、次を標

準として算定するものとする。 

（１）算定は月単位とし、その額は別表２－２に掲げる日額単価に基準日数を乗じて

得た額とする。 

（２）対象者は、精神障害者として支給決定を受けている利用者とする。 

（３）以下の要件を全て満たしていること。 

ア 月１回以上、対象となる利用者が診療を受けている精神科医療機関との連携

を行い、その記録を作成すること。 

イ 利用者の状態を把握できるよう、適宜、ヒアリング等を行うこと。 

ウ ア及びイに係る記録を５年間保存し、都又は区市町村から求めがあった場合

は、これを速やかに提出すること。 

 

（補助の条件） 

第１４条 第３条第１号、第２号、第６号及び第７号に規定する助成は、助成の対象と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設借上費 

援護の実施者は、通過型に対し、施設借上費として別表２－２の基準により次

に掲げるところにより支弁する。 

ア 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金 

入居者が入院し、６か月以内に退院が見込まれる場合は、６か月経過した日の

属する月の末日まで支弁する。 

イ 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金 

  入居者が退去した日から３か月経過した日の属する月の末日まで支弁するこ

ととし、この場合における援護の実施者は、グループホームが所在する市町村と

する。 

ウ 交流室の家賃、更新料及び礼金 

交流室１室分を支弁することとし、この場合における援護の実施者は、グルー

プホームが所在する市町村とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なるグループホームごとに、以下の各号の条件をいずれも満たしている場合に助成す

るものとする。 

（１）福祉サービス第三者評価の受審 

ア 福祉サービス第三者評価を３年に１回受審すること。この場合において、３

年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月１日

とする。 

イ アの規定は、平成３０年４月１日以降新たに指定（指定更新を除く）を受け

た事業所については、指定日から３年間は適用しない。 

ウ 受審が完了せずに３年を経過した場合は、起算日から３年を過ぎた月から受

審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることができな

い。 

（２）外部研修等受講 

ア 前年度に、事業所全体で一定数以上の世話人又は生活支援員が、当該グルー

プホームを運営している法人以外の者による外部研修等を受講すること。この

場合において、「一定数以上」とは事業年度の前年度の 4 月 1 日時点の事業所

の定員数を 30で除した数（小数点以下切り上げ）とし、また、「外部研修等」

とは運営法人以外の者が当該グループホームの事業所外又は事業所内で実施

する研修であり、主として障害理解に関する内容の研修とする。 

イ アの規定は、平成３０年４月１日以降新たに指定（指定更新を除く）を受け

た事業所については、指定日を含む年度及びその翌年度は適用しない。 

ウ アの規定を満たさない場合は、翌年度のサービス提供分について助成を受け

ることができない。 

※ グループホーム運営事業者は、ユニットごとに、勤務している世話人又は生

活支援員のうち一人以上が、年に１回以上外部研修等を受講するよう努めるこ

と。 

（３）書類の保存 

第１号及び第２号に係る書類を５年間保存し、都又は区市町村から求めがあった

場合は、これを速やかに提出すること。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２１年５月２１日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

２ この要領の施行の日（以下「施行日」という。）において、現に東京都障害者グルー

プホーム等支援事業実施要綱（平成１９年１１月１６日付１９福保障居第１１２２号）

に基づく通過型の指定を受けているグループホームについては、この要領に基づく通

過型の指定を受けたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２２年３月１７日から施行し、平成２１年１０月１日から適用す

る。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成２１年５月２１日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

２ この要領の施行の日（以下「施行日」という。）において、現に東京都障害者グルー

プホーム等支援事業実施要綱（平成１９年１１月１６日付１９福保障居第１１２２号）

に基づく通過型の指定を受けているグループホームについては、この要領に基づく通

過型の指定を受けたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２２年３月１７日から施行し、平成２１年１０月１日から適用す

る。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 



附 則 

１ この要領は、平成２４年５月１日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

２ この要領の適用の日の前日までに、障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号）第２１７条に規定する一体型指定共同生活援助事業所を運営する者で、障害者自

立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成２４年厚生労働省告示第１２１

号）により改正される前の報酬告示第９の２の注に規定する夜間支援体制に係る届出

が行われているときは、第６条（１）の認定を受けたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ なお「東京都障害者グループホーム支援事業」は東京都内における支援事業の標準

化を図ることが目的であることなどから、平成２７年度から障害者施策推進区市町村

包括補助事業により実施される「グループホーム地域ネットワーク事業」を運用して

いる区市町村管内のグループホームは当事業に参加するよう努めなければならない。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、決定の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

（１）第３条第７号及び第１３条の規定 平成３１年１月１日 

（２）第１４条第１号ア及びウの規定 平成３３年４月１日 

（３）第１４条第２号ア及びウの規定 平成３２年４月１日 

附 則 

１ この要領は、平成２４年５月１日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

２ この要領の適用の日の前日までに、障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号）第２１７条に規定する一体型指定共同生活援助事業所を運営する者で、障害者自

立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の一部を改正する件（平成２４年厚生労働省告示第１２１

号）により改正される前の報酬告示第９の２の注に規定する夜間支援体制に係る届出

が行われているときは、第６条（１）の認定を受けたものとみなす。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ なお「東京都障害者グループホーム支援事業」は東京都内における支援事業の標準

化を図ることが目的であることなどから、平成２７年度から障害者施策推進区市町村

包括補助事業により実施される「グループホーム地域ネットワーク事業」を運用して

いる区市町村管内のグループホームは当事業に参加するよう努めなければならない。 

 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



　別表１　（現行のとおり） 　別表１　（略）

別表２ 

 

東京都障害者グループホーム都単価表 

 

滞在型・通過型に対する共通加算 

 

 ○都基本額（単価／日額） 

項  目 ４：１ ５：１ ６：１ 体験 １０：１ 

区分６ ９，４８０円 ― 

区分５ ７，５００円 ― 

区分４ ６，３９０円 ― 

区分３ ５，８１０円 ― 

区分２ ４，４７０円 ２，１５０円 

区分１または 

区分なし 
３，２２０円 ２，１５０円 

個人ホーム 

ヘルプ利用 
４，４７０円 ― ― 

夜間加算 ９９１円 

   ※ 知事等による指定を受けた外部サービス利用型共同生活援助事業所の算定する都基

本額については、以下のとおりとする。 

・障害支援区分２以上は、上記「区分２」の単価を算定 

・障害支援区分１以下は、上記「区分１または区分なし」の単価を算定 

 

○都基本額に対する減額（単価／日額） 

項  目 金 額 

計画未作成減算 
３か月未満 １，５６０円 

３か月以上 ２，６００円 

大規模減算 ２６０円 

サービス提供職員欠如減算 
３か月未満 １，５６０円 

３か月以上 ２，６００円 

サービス管理責任者欠如減算 
５か月未満 １，５６０円 

５か月以上 ２，６００円 

身体拘束廃止未実施減算 ６０円 

 

 ○家賃助成（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。） 

区分 入居者の所得額 家賃助成額 

１ 月額７３，０００円 未満 

月額２４，０００円 

ただし、家賃の額が２４，０００円を下

回る場合は、当該家賃の額とする。 

なお、法第３４条第１項に規定する特定

障害者特別給付費の支給対象となる入居

者にあっては、上記金額から特定障害者特

別給付費を控除した額を限度とする。 

別表２－１－１

１．介護サービス包括型・外部サービス利用型

①都基本額日額単価

※

・
・

②都基本額日額単価に対する減額

２．日中サービス支援型
①都加算日額単価

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

1,903 2,114 2,167 2,326 2,432 2,643 2,802 2,960

1,425 1,600 1,644 1,775 1,863 2,038 2,169 2,300

1,223 1,373 1,410 1,522 1,597 1,746 1,858 1,970

1,031 1,153 1,183 1,275 1,336 1,458 1,549 1,640

803 897 920 990 1,037 1,130 1,200 1,270

233 311 330 388 427 504 562 620

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 61 156 250

3 118 147 234 292 407 494 580

4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

1,583 1,778 1,827 1,974 2,072 2,267 2,414 2,560

1,307 1,466 1,505 1,624 1,704 1,862 1,981 2,100

1,093 1,227 1,260 1,360 1,427 1,560 1,660 1,760

901 1,007 1,033 1,113 1,166 1,272 1,351 1,430

673 751 770 828 867 944 1,002 1,060

234 297 313 360 392 455 503 550

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 72 122 221 296 370

3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分３

個人ホームヘルプ（区分５）

区分１以下

区分２以上

区分１以下

個人ホームヘルプ（区分６）

5,810

4,470

知事等による指定を受けた外部サービス利用型共同生活援助事業者の算定する都基本額については、以下
のとおりとする。

2,600

1,560

2,600

60

職員欠如減算
（世話人又は生活支援員）

職員欠如減算
（サービス管理責任者） ５か月以上

身体拘束廃止未実施減算

都　加　算　日　額　単　価

区分６

区分５

区分４

　東京都障害者グループホーム都単価表（運営費の助成）（平成３０年４月１日～同年１２月３１日）

区分１又は区分なし

個人ホームヘルプ利用

３か月未満

３か月以上 2,600

４対１、５対１、６対１

9,480

7,500

6,390

体験 １０対１

（単位：円）

―

―

―

―

金額

1,560

1,560

障害支援区分２以上は、上記「区分２」の単価を算定
障害支援区分１以下は、上記「区分１又は区分なし」の単価を算定

2,150

4,470 ― ―

260

2,150

類型
配置
区分

区分２

障害支援区分等

日
中
サ
ー

ビ
ス
支
援
型

３
対
１
、

４
対
１
、

体
験

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

５
対
１

第７条（２）エ、オ、カ

個人ホームヘルプ（区分４）

個人ホームヘルプ（区分６）

個人ホームヘルプ（区分５）

大規模減算

３か月未満

３か月以上

５か月未満

区分２

項　　　　目

計画未作成減算

3,220

（単位：円）

（単位：円）

区分１以下

区分２以上

区分１以下

区分６

区分５

区分４

区分３

区分２

個人ホームヘルプ（区分４）

区分６

項目

区分５

区分４

区分３



別表２－１－２

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

区分６ 1,903 2,114 2,167 2,326 2,432 2,643 2,802 2,960

区分５ 1,425 1,600 1,644 1,775 1,863 2,038 2,169 2,300

区分４ 1,223 1,373 1,410 1,522 1,597 1,746 1,858 1,970

区分３ 1,031 1,153 1,183 1,275 1,336 1,458 1,549 1,640

区分２ 803 897 920 990 1,037 1,130 1,200 1,270

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 61 156 250

個人ホームヘルプ（区分４） 3 118 147 234 292 407 494 580

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,583 1,778 1,827 1,974 2,072 2,267 2,414 2,560

区分５ 1,307 1,466 1,505 1,624 1,704 1,862 1,981 2,100

区分４ 1,093 1,227 1,260 1,360 1,427 1,560 1,660 1,760

区分３ 901 1,007 1,033 1,113 1,166 1,272 1,351 1,430

区分２ 673 751 770 828 867 944 1,002 1,060

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 0 50

個人ホームヘルプ（区分４） 0 0 0 72 122 221 296 370

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,966 2,151 2,197 2,336 2,428 2,613 2,752 2,890

区分５ 1,690 1,838 1,875 1,986 2,060 2,208 2,319 2,430

区分４ 1,488 1,610 1,641 1,733 1,794 1,917 2,009 2,100

区分３ 1,284 1,379 1,403 1,474 1,522 1,617 1,689 1,760

区分２ 1,056 1,123 1,140 1,190 1,223 1,290 1,340 1,390

区分１以下 558 613 626 667 694 749 790 830

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 8 83 132 232 306 380

個人ホームヘルプ（区分４） 256 345 367 434 478 567 634 700

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,555 1,776 1,831 1,997 2,108 2,329 2,495 2,660

区分５ 1,077 1,262 1,308 1,447 1,539 1,724 1,862 2,000

区分４ 875 1,034 1,074 1,193 1,273 1,432 1,551 1,670

区分３ 683 814 847 946 1,012 1,143 1,242 1,340

区分２ 455 558 584 661 713 816 893 970

区分１以下 0 0 0 59 103 190 255 320

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

介
護
サ
ー

ビ
ス
包
括
型

４
対
１

障害支援区分等

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

５
対
１

６
対
１

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

配置
区分

都　加　算　日　額　単　価

東京都障害者グループホーム都単価表（運営費の助成）（平成３１年１月１日～）
（単位：円）

類型

別表２ 

 

東京都障害者グループホーム都単価表 

 

滞在型・通過型に対する共通加算 

 

 ○都基本額（単価／日額） 

項  目 ４：１ ５：１ ６：１ 体験 １０：１ 

区分６ ９，４８０円 ― 

区分５ ７，５００円 ― 

区分４ ６，３９０円 ― 

区分３ ５，８１０円 ― 

区分２ ４，４７０円 ２，１５０円 

区分１または 

区分なし 
３，２２０円 ２，１５０円 

個人ホーム 

ヘルプ利用 
４，４７０円 ― ― 

夜間加算 ９９１円 

   ※ 知事等による指定を受けた外部サービス利用型共同生活援助事業所の算定する都基

本額については、以下のとおりとする。 

・障害支援区分２以上は、上記「区分２」の単価を算定 

・障害支援区分１以下は、上記「区分１または区分なし」の単価を算定 

 

○都基本額に対する減額（単価／日額） 

項  目 金 額 

計画未作成減算 
３か月未満 １，５６０円 

３か月以上 ２，６００円 

大規模減算 ２６０円 

サービス提供職員欠如減算 
３か月未満 １，５６０円 

３か月以上 ２，６００円 

サービス管理責任者欠如減算 
５か月未満 １，５６０円 

５か月以上 ２，６００円 

身体拘束廃止未実施減算 ６０円 

 

 ○家賃助成（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。） 

区分 入居者の所得額 家賃助成額 

１ 月額７３，０００円 未満 

月額２４，０００円 

ただし、家賃の額が２４，０００円を下

回る場合は、当該家賃の額とする。 

なお、法第３４条第１項に規定する特定

障害者特別給付費の支給対象となる入居

者にあっては、上記金額から特定障害者特

別給付費を控除した額を限度とする。 

２ 
月額７３，０００円 以上 

   ９７，０００円 未満 

月額１２，０００円 

ただし、家賃の額が１２，０００円を下

回る場合は、当該家賃の額とする。 

なお、法第３４条第１項に規定する特定

障害者特別給付費の支給対象となる入居

者にあっては、上記金額から特定障害者特

別給付費を控除した額を限度とする。 

  ※所得基準等は別表３による。 

 

 ○施設借上費（精神障害者又は通過型の入居者に限る。） 

施設借上費額 摘      要 

月額 

６９，８００円 

ただし、家賃の額が６９，８００円を下回

る場合は、当該家賃の額とする。 

なお、法第３４条第１項に規定する特定障

害者特別給付費の支給対象となる入居者にあ

っては、上記金額から特定障害者特別給付費

を控除した額を限度とする。 

① 入居者の居住する居室の家

賃、更新料及び礼金 

② 生活保護対象者の住宅扶助は

除く。 

 

○ 開設準備経費（主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。） 

基準額 摘   要 

３０９，０００円 

○開設に必要な備品の購入費 

○備品購入に伴う設備工事費 

※援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。 

 

別表２－１－１

１．介護サービス包括型・外部サービス利用型

①都基本額日額単価

※

・
・

②都基本額日額単価に対する減額

２．日中サービス支援型
①都加算日額単価

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

1,903 2,114 2,167 2,326 2,432 2,643 2,802 2,960

1,425 1,600 1,644 1,775 1,863 2,038 2,169 2,300

1,223 1,373 1,410 1,522 1,597 1,746 1,858 1,970

1,031 1,153 1,183 1,275 1,336 1,458 1,549 1,640

803 897 920 990 1,037 1,130 1,200 1,270

233 311 330 388 427 504 562 620

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 61 156 250

3 118 147 234 292 407 494 580

4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

1,583 1,778 1,827 1,974 2,072 2,267 2,414 2,560

1,307 1,466 1,505 1,624 1,704 1,862 1,981 2,100

1,093 1,227 1,260 1,360 1,427 1,560 1,660 1,760

901 1,007 1,033 1,113 1,166 1,272 1,351 1,430

673 751 770 828 867 944 1,002 1,060

234 297 313 360 392 455 503 550

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 72 122 221 296 370

3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分３

個人ホームヘルプ（区分５）

区分１以下

区分２以上

区分１以下

個人ホームヘルプ（区分６）

5,810

4,470

知事等による指定を受けた外部サービス利用型共同生活援助事業者の算定する都基本額については、以下
のとおりとする。

2,600

1,560

2,600

60

職員欠如減算
（世話人又は生活支援員）

職員欠如減算
（サービス管理責任者） ５か月以上

身体拘束廃止未実施減算

都　加　算　日　額　単　価

区分６

区分５

区分４

　東京都障害者グループホーム都単価表（運営費の助成）（平成３０年４月１日～同年１２月３１日）

区分１又は区分なし

個人ホームヘルプ利用

３か月未満

３か月以上 2,600

４対１、５対１、６対１

9,480

7,500

6,390

体験 １０対１

（単位：円）

―

―

―

―

金額

1,560

1,560

障害支援区分２以上は、上記「区分２」の単価を算定
障害支援区分１以下は、上記「区分１又は区分なし」の単価を算定

2,150

4,470 ― ―

260

2,150

類型
配置
区分

区分２

障害支援区分等

日
中
サ
ー

ビ
ス
支
援
型

３
対
１
、

４
対
１
、

体
験

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

５
対
１

第７条（２）エ、オ、カ

個人ホームヘルプ（区分４）

個人ホームヘルプ（区分６）

個人ホームヘルプ（区分５）

大規模減算

３か月未満

３か月以上

５か月未満

区分２

項　　　　目

計画未作成減算

3,220

（単位：円）

（単位：円）

区分１以下

区分２以上

区分１以下

区分６

区分５

区分４

区分３

区分２

個人ホームヘルプ（区分４）

区分６

項目

区分５

区分４

区分３



別表２－１－２

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

区分６ 1,903 2,114 2,167 2,326 2,432 2,643 2,802 2,960

区分５ 1,425 1,600 1,644 1,775 1,863 2,038 2,169 2,300

区分４ 1,223 1,373 1,410 1,522 1,597 1,746 1,858 1,970

区分３ 1,031 1,153 1,183 1,275 1,336 1,458 1,549 1,640

区分２ 803 897 920 990 1,037 1,130 1,200 1,270

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 61 156 250

個人ホームヘルプ（区分４） 3 118 147 234 292 407 494 580

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,583 1,778 1,827 1,974 2,072 2,267 2,414 2,560

区分５ 1,307 1,466 1,505 1,624 1,704 1,862 1,981 2,100

区分４ 1,093 1,227 1,260 1,360 1,427 1,560 1,660 1,760

区分３ 901 1,007 1,033 1,113 1,166 1,272 1,351 1,430

区分２ 673 751 770 828 867 944 1,002 1,060

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 0 50

個人ホームヘルプ（区分４） 0 0 0 72 122 221 296 370

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,966 2,151 2,197 2,336 2,428 2,613 2,752 2,890

区分５ 1,690 1,838 1,875 1,986 2,060 2,208 2,319 2,430

区分４ 1,488 1,610 1,641 1,733 1,794 1,917 2,009 2,100

区分３ 1,284 1,379 1,403 1,474 1,522 1,617 1,689 1,760

区分２ 1,056 1,123 1,140 1,190 1,223 1,290 1,340 1,390

区分１以下 558 613 626 667 694 749 790 830

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 8 83 132 232 306 380

個人ホームヘルプ（区分４） 256 345 367 434 478 567 634 700

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,555 1,776 1,831 1,997 2,108 2,329 2,495 2,660

区分５ 1,077 1,262 1,308 1,447 1,539 1,724 1,862 2,000

区分４ 875 1,034 1,074 1,193 1,273 1,432 1,551 1,670

区分３ 683 814 847 946 1,012 1,143 1,242 1,340

区分２ 455 558 584 661 713 816 893 970

区分１以下 0 0 0 59 103 190 255 320

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

介
護
サ
ー

ビ
ス
包
括
型

４
対
１

障害支援区分等

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

５
対
１

６
対
１

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

配置
区分

都　加　算　日　額　単　価

東京都障害者グループホーム都単価表（運営費の助成）（平成３１年１月１日～）
（単位：円）

類型

区分２以上 1,383 1,461 1,480 1,538 1,577 1,654 1,712 1,770

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分２以上 1,184 1,247 1,263 1,310 1,342 1,405 1,453 1,500

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,508 1,563 1,576 1,617 1,644 1,699 1,740 1,780

区分１以下 558 613 626 667 694 749 790 830

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,035 1,122 1,144 1,209 1,253 1,340 1,405 1,470

区分１以下 0 0 0 59 103 190 255 320

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,903 2,114 2,167 2,326 2,432 2,643 2,802 2,960

区分５ 1,425 1,600 1,644 1,775 1,863 2,038 2,169 2,300

区分４ 1,223 1,373 1,410 1,522 1,597 1,746 1,858 1,970

区分３ 1,031 1,153 1,183 1,275 1,336 1,458 1,549 1,640

区分２ 803 897 920 990 1,037 1,130 1,200 1,270

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 61 156 250

個人ホームヘルプ（区分４） 3 118 147 234 292 407 494 580

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,583 1,778 1,827 1,974 2,072 2,267 2,414 2,560

区分５ 1,307 1,466 1,505 1,624 1,704 1,862 1,981 2,100

区分４ 1,093 1,227 1,260 1,360 1,427 1,560 1,660 1,760

区分３ 901 1,007 1,033 1,113 1,166 1,272 1,351 1,430

区分２ 673 751 770 828 867 944 1,002 1,060

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 0 50

個人ホームヘルプ（区分４） 0 0 0 72 122 221 296 370

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）エ、オ、カ

日
中
サ
ー

ビ
ス
支
援
型

３
対
１
、

４
対
１
、

体
験

第７条（２）ア、イ、ウ

５
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

４
対
１ 第７条（２）エ、オ、カ

外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）ア、イ、ウ

体
験

６
対
１

５
対
１



　別表３及び別表４　（現行のとおり） 　別表３及び別表４　（略）

別表２－２

通過型に対する加算

○事業加算（単価／日額）

金額

９２６円

○施設借上費

月額　６９，８００円
１　入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金
２　交流室（１室）の家賃、更新料及び礼金

摘　　　　　要

１人当たり

基準額

通過型加算

施設借上費額 摘　　　　　要

区分２以上 1,383 1,461 1,480 1,538 1,577 1,654 1,712 1,770

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分２以上 1,184 1,247 1,263 1,310 1,342 1,405 1,453 1,500

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,508 1,563 1,576 1,617 1,644 1,699 1,740 1,780

区分１以下 558 613 626 667 694 749 790 830

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,035 1,122 1,144 1,209 1,253 1,340 1,405 1,470

区分１以下 0 0 0 59 103 190 255 320

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,903 2,114 2,167 2,326 2,432 2,643 2,802 2,960

区分５ 1,425 1,600 1,644 1,775 1,863 2,038 2,169 2,300

区分４ 1,223 1,373 1,410 1,522 1,597 1,746 1,858 1,970

区分３ 1,031 1,153 1,183 1,275 1,336 1,458 1,549 1,640

区分２ 803 897 920 990 1,037 1,130 1,200 1,270

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 61 156 250

個人ホームヘルプ（区分４） 3 118 147 234 292 407 494 580

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,583 1,778 1,827 1,974 2,072 2,267 2,414 2,560

区分５ 1,307 1,466 1,505 1,624 1,704 1,862 1,981 2,100

区分４ 1,093 1,227 1,260 1,360 1,427 1,560 1,660 1,760

区分３ 901 1,007 1,033 1,113 1,166 1,272 1,351 1,430

区分２ 673 751 770 828 867 944 1,002 1,060

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

個人ホームヘルプ（区分６） 0 0 0 0 0 0 0 0

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 0 50

個人ホームヘルプ（区分４） 0 0 0 72 122 221 296 370

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530
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別表２－２

○加算（単価／日額）

○家賃助成（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。）

1

※所得基準等は別表３による。

○施設借上費（精神障害者又は通過型の入居者に限る。）

○施設借上費（通過型に限る。）

○開設準備経費（主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。）

東京都障害者グループホーム都単価表（運営費以外の助成）

施設借上費額 摘　　　　　要

月額　６９，８００円
１ 入居者が退去した居室の家賃、更新料
　及び礼金
２ 交流室（１室）の家賃、更新料及び礼金

摘　　　　　要

項　　　　目

通過型加算

夜間加算

精神科医療連携体制加算

金　　額

９２６円

摘　　　要

平成３１年１月１日から適用

月額２４，０００円
　ただし、家賃の額が２４，０００円を下回る場合は、当該家
賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給付費の
支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特
別給付費を控除した額を限度とする。

月額７３，０００円　未満

９９１円

３３０円

―

―

区分 入居者の所得額

３０９，０００円
○開設に必要な備品の購入費
○備品購入に伴う設備工事費
※援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。

2

施設借上費額 摘　　　　　要

月額７３，０００円　以上
　　９７，０００円　未満

月額１２，０００円
　ただし、家賃の額が１２，０００円を下回る場合は、当該家
賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給付費の
支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特
別給付費を控除した額を限度とする。

月額　６９，８００円
　ただし、家賃の額が６９，８００円を下回る場合は、
当該家賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給
付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から
特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

①　入居者の居住する居室の家賃、更新料
　及び礼金
②　生活保護対象者の住宅扶助は除く。

基準額 摘　　　　　要



　別記１号様式から別記４号様式　（現行のとおり） 　別記１号様式から別記４号様式　（略）

　（新設）
（別記第5号様式）

受付番号

　　　　　　　　　    　　年　　月　　日

　東京都福祉保健局長　殿

　所在地

　名　称

代表者職・氏名 　　　　　　　　　　　　　　印

　東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領に基づき、以下のとおり届け出ます。

フ　リ　ガ　ナ

事業所名称

主たる事業所

の所在地

事業所番号 主たる対象

資格名 兼務している職種

添付書類

　１　専門職の資格証

　２　職員配置状況確認調査票
　３　その他必要な書類

精神科医療連携体制加算に係る届出書

　　　　　　　　　届出者　

異動区分 １　新規　　　　　　　　２　終了

異動年月日    　　　年　　　月　　　日

専門職

氏　名

事
　
　
業
　
　
所

（郵便番号　　　－　　　　　　）

（ビルの名称等）

看護職員配置加算の届出 １　届出有　　　　２　届出無

医療連携体制加算（Ⅴ）の届出 １　届出有　　　　２　届出無



　別記第６号様式及び別記第７号様式　（現行のとおり） 　別記第６号様式及び別記第７号様式　（略）

（別記第5号様式）

受付番号

　　　　　　　　　    　　年　　月　　日

　東京都福祉保健局長　殿

　所在地

　名　称

代表者職・氏名 　　　　　　　　　　　　　　印

　東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領に基づき、以下のとおり届け出ます。

フ　リ　ガ　ナ

事業所名称

主たる事業所

の所在地

事業所番号 主たる対象

資格名 兼務している職種

添付書類

　１　専門職の資格証

　２　職員配置状況確認調査票
　３　その他必要な書類

精神科医療連携体制加算に係る届出書

　　　　　　　　　届出者　

異動区分 １　新規　　　　　　　　２　終了

異動年月日    　　　年　　　月　　　日

専門職

氏　名

事
　
　
業
　
　
所

（郵便番号　　　－　　　　　　）

（ビルの名称等）

看護職員配置加算の届出 １　届出有　　　　２　届出無

医療連携体制加算（Ⅴ）の届出 １　届出有　　　　２　届出無


